
史跡若松城跡（本丸周辺・二ノ丸周辺）ライトアップ業務委託プロポーザルに関する質問への回答について

質問 回答
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5 現時点でお示しできる情報はありません。

共
通

“副本は企業名と企業名が推測される電話番号や個人
名等の情報を黒く塗りつぶすこと。”とありますが、
自社名とともに実施体制に記載する事業にかかわるす
べての事業者が対象でしょうか。

公平な審査を図るため関連事業者についても、特定できる情報は黒く塗
りつぶしてください。

共
通

企画案が“任意様式の１０枚以内”とありますが、Ａ
３用紙の使用や両面印刷での最大２０頁での提案は認
められますか。

両面印刷10枚以内を可とします。サイズは問いません。
但し、プレゼンテーションの時間内（15分間以内)で説明できる内容とし
てください。

共
通
天守閣の既設ライトアップに対しての調整の可否、留
意点は決定していますか。

天守閣の既設ライトアップに対する調整は出来ません。

共
通
天守閣内部の照明演出は提案の範囲内でしょうか。

内部の照明演出は委託業務の範囲外であり、審査項目に含まれません。
照明演出との照明バランスを踏まえて、施工時の現場での協議は可とし
ます

共
通
会期中に出店等の出店その他イベントは実施する予定
はありますか。
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本
丸
周
辺

３業務条件⑵の国指定の史跡とありますが、指定され
ているのは石垣から下という認識で打ち込みや埋設等
は出来ないと認識していますが設置、施工上の禁止事
項等はあるのでしょうか。また、保護に関する指示事
項と管理に関する指示事項とは何でしょうか。

構造や地形に大きく影響を与える掘削や、基礎や配管の埋め込み工事等
は禁止しています。
なお、仮設物の設置に係る簡易的な杭や重しの設置は可とします。
保護、管理に係る指示項目については、史跡に大きな変更を与えず現状
復旧を前提とするものであること、来場者の動線上の安全性を損なわな
いこと、日常的な施設、設備の管理の妨げとならないことなどが確認指
示事項となります。

本
丸
周
辺

３業務条件⑸の電力の使用ですが、会津若松観光ビュ
ーローの管理する高圧時受変電施設とありますが、外
壁にある電力量計付きのイベント盤ということでよろ
しいでしょうか。また、これ以外に施設から電源を取
り出すことは施設の停電等のリスクを回避すれば管理
上可能なことでしょうか。

お見込みの通りです。
なお、事業のために必要であれば協議に応じます。

本
丸
周
辺

３業務条件⑼の天守閣夜間登閣等とありますが、期間
、時間帯は決まっているでしょうか。

天守閣夜間登閣の時間帯はライトアップの時間内を検討しておりますが
、期間については確定しておりません。

本
丸
周
辺

３業務条件には史跡についての保護はありますが、桜
の木及びその他の樹木、芝生、植栽等の保護について
は、樹木に配線、照明器具等の設置はできないと認識
していますが、指示事項等なないのでしょうか。

樹木等への配線、照明の設置が出来ないということではなく、悪影響を
与えない適切な保護、管理を前提とした提案であり、且つ現場での管理
者の指示に準じる施工であれば実施できます。
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11 確定はしておりませんので、現時点でお示しできる情報はありません。

12

13

本
丸
周
辺

茶室麟閣について、施設の直接照明器具等の設置はで
きないと認識していますが、指示事項等はないのでし
ょうか。

茶室麟閣の塀の外側については、現状復旧を前提とする適切な設置であ
れば特に制限はありません。
また、内部については、警備システムが作動するため、照明自体の不具
合による不点灯に対して即時対応できない場合でも、多大な影響を与え
ない範囲であれば、現場での協議により設置可能です。

本
丸
周
辺

本業務期間内の十楽の出店はあるのでしょうか、また
、このほかにイベント等は計画されているのでしょう
か。計画があれば期間と場所のご指示をお願いします
。

本
丸
周
辺

４ライトアップの実施期間に点灯時間が示されていま
すが、ソーラーライトの様な時間が設定できない器具
を設置することは可能でしょうか。

可能です。
公園内全体の点灯を最低限必要とする時間を示しているもので、一部で
あれば、時間設定が困難な照明の提案を可とします。

本
丸
周
辺

既存の天守閣のライトアップと園内の照明について、
通路の照明の消灯は不可と認識しますがよろしいでし
ょうか。

天守閣のライトアップの消灯は不可とします。
その他公園内の既存の照明については、通路上の安全確保を前提とする
ライティングにおいて調光の都合上必要とする場合は、現地での協議に
より対応できる場所は消灯出来ます。
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15 お見込みの通りです。 
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二
ノ
丸
周
辺

業務条件に二ノ丸芝生広場の活用とありますが、広場
内は期間中も自由に出入りができるのでしょうか。ま
た、二ノ丸でのイベント等は計画されているのでしょ
うか。計画があれば期間と場所のご指示をお願いいた
します。

二ノ丸広場内は入場口を数か所設定しており、自由に出入り出来る想定をして
います。
また、イベントについては現時点でお示しできる情報はありません。

二
ノ
丸
周
辺

電力について、会津若松観光ビューローの高圧受変電
施設の電源がない場合は、東北電力からの仮設電気又
は発電機を使用するということでよろしいでしょうか
。

二
ノ
丸
周
辺

廊下橋の器具設置について、欄干等に取り付けること
はできないと認識しますが、床面は取り付け可能でし
ょうか。

欄干、床面等への取り付けは、手法によって可能です。
直接橋に溶剤での取り付けや、穴を開けての取り付けなどは禁止しますが、現
状復旧を前提とする取り付けであれば可能です。
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